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Strategic Enforcement of Patent Rights in Japan and Its Merit 
日本における戦略的な特許権の行使とその利点 

国際活動センター 松井孝夫 

１．Purpose 

 日本における権利行使について、日本特許制度になじみの無い米国実務家に対し、米国

制度と比較における顕著な差違点に焦点を当てて、日本における権利行使の利点を挙げ

る。 

 

２．Overview of Japanese Judicial System 

 

日本は３審制をとっており、連邦と州との２元制はない。特許の侵害事件は、管轄は東

京地裁と大阪地裁に事件が専属となり、その控訴審は知財高裁が担当する。その上告審は

最高裁で法律審として審理される。 
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上記のグラフは、知財高裁が特許庁の審決を維持した率を表したグラフである。２００

０年から２００８年にかけて、特許無効審決は高い維持率であったものの、特許維持審決

の維持率は低かった（審決が覆るケースが多かった）。しかし、２００８年以降は、特許

維持審決も特許無効審決も均衡し、約７０％から８０％で安定している。さらに、２０１

３年以降は、特許無効審決の維持率が、特許維持審決の維持率より低下し、特許維持の傾

向が高まってきていることがわかる。 

 

 

 日本の訴訟では、口頭弁論の機会とともに、技術説明会が開かれる場合も多く、客観的

な真実追求の制度が整っている。また、損害賠償請求の場合には、実質的には審理が侵害

論と損害論とに分離される。 

 

３．Remarkable Differences 

 すなわち、損害賠償請求の場合における損害論の実質的な審理は、侵害の認否と特許の

有効無効の審理が終わった後に行われ、この点は米国と異なっている。 
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また、日本における訴訟の終了は和解の形態が多く、侵害論における心証に基づいて、裁

判官が和解の勧告を行うことがある。 

 

 

 日本では陪審制度がなく、原告被告の双方から提出される書面が重要視されている。その

点で、日本における審理の信頼性が高いと考えている。また、日本ではディスカバリーの制

度が無く、証拠の収集は原則当事者が自己において行わなくてはならない。 

 

４．Three Keywords 
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日本における訴訟では、特許が無効とされる率が高く信頼性があるのか、外国

企業に対しては不利益がおいのではないか、日本における訴訟のコストが高い

のではないかとの疑問があると思われる、そこで、日本の訴訟についての三つの

キーワードを紹介する。 

 

(1)高信頼性 

(2)高い公平性 

(3)低コスト 

 

日本では、裁判所の調査官制度と、専門委員制度が、日本の特許訴訟の高信頼性を支え

ている。まず、裁判所常勤の調査官が、裁判官の必要に応じて、合議体に対して技術的な

観点からアドバイスを行うことができる。また、さらに必要に応じて、当事者双方が、裁

判官合議体と調査官に対して、当事者双方の立場から技術説明を行う機会が与えられる

ことがある。裁判官および調査官は、提出された書類およびこの技術説明会の内容から、

事件の真相究明の機会が多く、高い信頼性があると考えている。 

 
この結果、近年の無効率は諸外国に対して低い値を示している。 
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また、外国に対して、厳しい判決がでている事情も見られてない。以下のとおり中小

企業の勝訴率とほぼ変わらず、外国企業を不利に扱うような不公平さはみられない。
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また、公開されている統計によれば、原告勝訴率が低い(10%から 20％)という傾向も見

られるが、原告勝訴ともいうべき和解の内容を加味すると、原告勝訴率は 50%を超えて

いる。 

 

コストの観点からは、日本の訴訟のほうが米国訴訟よりあきらかに低コストであるこ

とがわかる。 

 

 

以 上 

 


